
国内募�型���⾏���件書
この�⾏�件書は、パンフレットとともに、�⾏業��12�の4で�める「���件��書⾯」�び同��12�の5で�める「��書⾯」の⼀
�です。お申�みの�には必ず事前にご��の上お申�みください。 

１．募�型���⾏�� 
（１） この�⾏は、�式株式��（�下「当�」といいます）が�⾏を��して��するものであり、 この�⾏に��されるお��は、当�と募�型���⾏��（�下「�
�」といいます）を��す ることになります。 
（２） ��の内�・�件は、ホームページ、パンフレット、��⾏�件書のほか、�発前にお�しす る「���」と�する��書⾯（�下「���」といいます）�び当��
⾏業��募�型���⾏ ��の�（�下「当���」といいます）によります。 
（３） 当�は、お��が当�の�める�⾏⽇�に従って��・�泊��等の提供する��、�泊 その他の�⾏に�するサービス（�下「�⾏サービス」といいます）の提供を
受けることができる ように、⼿配し、��を�理することを�き受けます。 

２−１．�⾏の申�みと予� 
（１） ��の�⾏申�書（�下「申�書」といいます）に��事項を��のうえ、�に�める申�金 を�えてお申�みいただきます。申�金は、�⾏代金�は�消料若しくは
��金のそれぞれ⼀ ��は��として�り�います。

（２） 当�は、電�、郵便、インターネット、電�メールその他の��⼿�による��の予�を受 け付けます。この場�、予�の時点では��は成立しておらず、お��は、
当�が予�を�諾した⽇の�⽇から�算して3⽇�内に申�書と申�金を提�していただきます（受付は当�の�業時間内とし、�業時間�了�に��したファクシミリ、電�
メール等は、��業⽇の受付となり ます）。この期間内に申�金のお��いがない場�は、当�は、予�がなかったものとして�り�います。ただし、��期間、��コースに
つきましては、別�パンフレット等に�めるところによ ります。 
（３） 当�は、当�が提�するクレジットカード��（�下「提���」といいます）のカード�員（�下「�員」といいます）より、当�の��に基づく�⾏代金等に�る
債��は債�を��の決� 期⽇に提���のカード�員��に従って決�することと、��の�票への「�員の署�なくして�⾏代金や�消料等のお��いを受ける」こと
を、あらかじめご�諾いただき、「電�、ファクシミリ、インターネット、電�メールその他の��⼿�による�⾏のお申�み」を受けて��を��することがあります（�
下、�別の事項を�めるときは、この��を「����」といいます）。 ����により��の��をご希�されるお��との�⾏�件は�の1.から3.、��の成立時期につき
�3項（2）、お��からの��の��につき�13項（1）�び�⾏代金の��しにつき� 18項（2）に、�別の�めをしています。

  

�⾏代金

申�金

2万円未� 2万円�上5万円未� 5万円�上10万円未� 10万円�上
5,000円〜�⾏代金まで 10,000円〜�⾏代金まで 20,000円〜�⾏代金まで 代金の20%〜�⾏代金まで

1. ����のお申�みに�し、�員のお��は「募�型���⾏の��」、「�⾏開�⽇」等に�えて「クレジットカード�」、「�員��」、「クレジットカード有�期�」
 等を当�にお申し�いた だきます。
2. ����での「クレジットカード利⽤⽇」とは、お���び当�が��に基づく�⾏代金等の ��い�は��債�を履⾏すべき⽇とします。 
3. ��等の理由によりお��のお申し�のクレジットカードでのお��いができない場�、当�は����を��します。ただし、当�が別�指�する期⽇までに現金
 による�⾏代金のお� �いをいただいた場�はこの�りではありません。 

２−２．ウェイティングの��いについての��（����を�く） 
（１）お申�みの時点で��、��その他の事由により��の��の�諾が�ちにできない場�において、お��が�き�き��を希�されるときは、当�は、����の�
諾をお待ちいただ ける期�（�下「期�」といいます）をお��と��のうえ、��待�中（�下「ウェイティング」といいます）のお��として��を受け付けることがあ
ります。 
（２）この場�、当�は、申�金と同��上の金�の「預り金」を�受し、����の�諾ができる状況になった場�は、����を�諾する旨の�知（�下「�諾�知」と
いいます）をするとともに、�諾�知をした時点において「預り金」を申�金に�当します。 
（３）なお、「当�の�諾�知の前に、お��よりウェイティングのお��としての��の�回のお申し�があった場�」�は「期�までに当�による�諾�知ができなかった
場�」は、「預り金」を ���い�します。 
（４）「預り金」のご提�の時点�びウェイティングの��の時点では�⾏��は成立しておらず、 また、当�が�来的に�⾏��が成立することをお�束するものではありま
せん。 

３．��の成立時期 
（１）お��との��は、当�が��の��を�諾し、申�金を受理した時に成立します。�体的には、�によります。
  1. �頭�び当�の��員による�問�売の場�は、当�が��の��を�諾し、当�が申�金を受理した時。 
  2. 電�等の��⼿�による��の予�の場�は、当�が予�の�諾の旨を�知した⽇の�⽇から�算して3⽇⽬に当たる⽇までに当�がお��から申�金を受理した時。
  3. �2-2項「ウェイティングの��いについての��」のお��の場�は、当�がお��に�諾 �知をし、当�が「預り金」を申�金に�当した時（なお、当�の�諾�知
の前に、お��からウェイティングの��の�回のお申し�がない場�に�ります）。 
（２）����は、当�の����の��を�諾する旨の�知がお��に��した時に成立し ます（お��がその内�を知り得る状況になった時をいい、内�を了知した時で
はありません）。 

４．申�み�件 
（１）未成年者が��の場�、�則、��代理�（��者等）の同�書の提�が必�です。 
（２）中�⽣�下の未成年者のご��の場�、成年者の同⾏がないときは、当�は、お申�みをお�りすることがあります。 
（３）ご��にあたって��の�件を�めた�⾏については、��者の性別、年�、��、技�その他の�件が当�の指�する�件に��しない場�、お申�みをお�りする
ことがあります。 
（４）��を�している�、⾞椅�などの��をご利⽤になっている�や��に�がいのある�、 �物アレルギー・動物アレルギーのある�、��中の�、��の可�性のあ
る�、�体��者 �助⽝（��⽝、��⽝、�助⽝）をお�れの�とその他�別の配慮を必�とする�は、お申�みの�に、��にあたり�別な配慮が必�となる旨をお申し
�ください（�⾏��成立�にこれらの状�になった場�も�ちにお申し�ください）。あらためて当�からご�内申し上げますので�⾏中に必�となる措�の内�を�体的に
お申し�ください。 
（５）前�のお申�を受けた場�、当�は、可�かつ�理的な範囲内でこれに�じます。そのために、お��の状況�び必�とされる措�についてお伺いし、�は書⾯でそれ
らを申し�ていた だくことがあります。 
（６）前�に基づきお申�に�じる場�、当�は、�⾏の��かつ円滑な��のために�助者� は同�者の同⾏、�師の��書の提�、コースの⼀�について内�を�更する
こと等を�件とすることがあります。また、お��からお申し�いただいた措�を⼿配することができない場�は �⾏��のお申�みをお�りし、�は�⾏��を��させて
いただくことがあります。なお、お��からのお申し�に基づき、当�がお��のために�じた�別な措�に�する�⽤は�則としてお��のご負担となります。 
（７）お��のご都�による別⾏動は�則としてできません。 
（８）お��のご都�により、�⾏の⾏�から離脱（離団）する場�には、その旨�び復�の予�⽇時について�乗員�は�員にご��ください。��で離脱された場�、当
�は当�離脱中の損�につき�別�償責任は負いません。 
（９）お��が他のお��に�惑を�ぼし、�は団体�⾏の円滑な��を�げるおそれがあると 当�が��する場�は、お申�みをお�りすることがあります。 
（10）当�は、お��が�の 1. から3. のいずれかに�当する場�は、お申�みをお�りすること があります。 
 1. お��が暴⼒団員、暴⼒団�構成員、暴⼒団��者、暴⼒団���業�は���その他の ���的�⼒であると�められるとき。 
 2. お��が当�に�して暴⼒的な��⾏為、不当な��⾏為、��に�して脅�的な�動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為�はこれらに�じる⾏為を⾏ったとき。 
 3. お��が⾵�を流布し、偽�を⽤い若しくは�⼒を⽤いて当�の�⽤を�損し若しくは当�の業�を��する⾏為�はこれらに�ずる⾏為を⾏ったとき。 
（11）その他当�の業�上の都�があるときは、お申�みをお�りすることがあります。



５．��責任者による申�み 
（１）当�は、団体・グループを構成するお��の代�者（�下「��責任者」といいます）から� ⾏のお申�みがあった場�、��の���び��等に�する⼀切の代理�
を��責任者が有 しているものとみなし、�⾏業�に�する��を��責任者との間で⾏います。 
（２）��責任者は、当�が�める⽇までに、構成者の��を当�に提�しなければなりませ ん。 
（３）当�は、��責任者が構成者に�して現に負い、�は�来負うことが予測される債��は 義�については、何らの責任を負うものではありません。 
（４）当�は、��責任者が団体・グループに同⾏しない場�、�⾏開��においては、あらかじめ��責任者が�任した構成者を��責任者とみなします。 

６．「���」（��書⾯）の�付 
当�は、�⾏⽇�、主�な利⽤��・�泊��等に�する��した�⾏内�を��書⾯において��できない場�は、��状況を��した「���」を�くとも�⾏開�⽇の前
⽇までにお� �に�付します。ただし、�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって7⽇⽬に当たる⽇��に��のお申�みがなされた場�には、�⾏開�⽇当⽇までに�付し
ます。また、�付期⽇前で あってもお問い�わせいただければ⼿配状況についてご��します。 

７．�⾏代金�び��い期� 
（１）「�⾏代金」は、�に�釈のない�り、�⾏開�⽇を基�として年�が�12歳�上の�はおとな�⾏代金、�6歳�上（���利⽤コースは�3歳�上）12歳未�の�は
こども�⾏代金となります。それ��のお��はコースよって��使⽤料等が必�なる場�もありますのでお問 �せださい。 
（２）「�⾏代金」は、�2-1項（1）の「申�金」、�14項（1）の「��料」、�15項の「�消料」�び �24項の「�更�償金」の�の算�の�の基�となります。
（３）�⾏代金（申�金を�し�いた��）は、�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって21⽇ 前までに��お��いいただきます。ただし、�⾏開�⽇の前⽇から�算し
てさかのぼって21⽇ 前��にお申�みをされた場�は、お申�時に��お��いいただきます。  

８．�⾏代金に�まれるもの 
（１）パンフレット、ウェブサイトの�⾏⽇�に�⽰した�に掲げるもの。 
 1. ����の�賃・料金（�釈のない�り���はエコノミークラス、��は���） 
 2. �泊、�事の料金�びサービス料金・� 
 3. �⾏代金に�まれる旨を�⽰した��に�う�場料金�びガイド料金 
 4. �乗員が同⾏するコースの�乗員��等 
 5. その他「�⾏代金に�まれるもの」として�⽰した�⽤ 
（２）�項（１）の代金は、お��のご都�により⼀�ご利⽤されなくても��しはいたしません。 

９．�⾏代金に�まれない主なもの 
�8項のほか、�に掲げるもの（その⼀�を例⽰します）。 
 1. ����使⽤料（��により必�な場�）
 2. 超�⼿荷物料金（��の重量、⼨�、個�を超える�について） 
 3. �⾏⽇�に�まれていない���、��代等の��⽤�びクリーニング代、電�料等個�的性�の��⽤�びそれに�うサービス料金・� 
 4. 「お��負担」等�⾏代金に�まれていない旨を�⽰した��に�う�場料金等 
 5. 希�者のみが��されるオプショナルツアー等の料金 

１０．��内�の�更 
（１）当�は、��の���であっても、�災地�、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令、当�の�⾏��によらない��サービスの提供その他の当
�の��し得ない事由が⽣じた場�において、�⾏の��かつ円滑な��を�るためやむを得ないときは、�⾏⽇�、�⾏サービスの内�その他の��の内�を�更すること
があります。 
（２）この場�、当�は、お��にあらかじめ�やかに当�事由が��し得ないものである理由 �び当�事由との�果��を��します。ただし、��の場�において、やむ
を得ないときは、 �更�に��します。 

１１ ．�⾏代金の�の�更 
（１）利⽤する����の�賃・料金が、著しい��情�の��等により、�常想�される�度を ⼤幅に超えて��されたときは、その����だけ�⾏代金を�更します。
ただし、�⾏代金を ���更するときは、�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって15⽇⽬にあたる⽇より前にお��に�知します。
（２）前項（1）の��内�の�更に�い、�⾏��に�する�⽤が���は減�した場�は、当��⾏サービスの提供を⾏っているにもかかわらず、��・�泊��等の�
�・��その他の ���の不⾜が発⽣したこと（�下「オーバーブッキング=�剰予�受付」といいます）による�更の場�を�き、当�はその�更に�う�⽤の��の範囲内
で�⾏代金の�を�更することが あります。 
（３）前�の��にかかわらず、当���内�の�更のためにその提供を受けなかった�⾏サービスに�して、�消料、��料その他の�に��い、�はこれから��わなけ
ればならない�⽤はお��の負担とします。 
（４）��・�泊��等の利⽤��により�⾏代金が異なる旨を��書⾯に��した場�、�� 成立�に当�の責に�すべき事由によらず当�利⽤��が�更になったとき
は、�⾏代金の�を�更します。 

１２．お��の�替 
（１）お��は、あらかじめ当�の�諾を得て、��上の地�を�三者に��することができます。 
（２）この場�、��の金�の⼿�料をお��いいただきます。また、��上の地�の��は、 当�の�諾があった時に�⼒を⽣じるものとし、��・�泊��等の��・�
�状況、�⽤� 則、その他やむを得ない事由により予�や���更ができないときは、お��の�替をお�りすることがあります。 

１３．お��からの��の��（�⾏開�前） 
（１）お��は、いつでも�15項に�める�消料を当�に��って��を��することができま す。ただし、����のお申し�の受付は、お申�みをされた当�の�業時間
内とします（�業 時間�了�に��したファクシミリ、電�メール等は、��業⽇の受付となります）。����を��する場�、当�は、提���のクレジットカードにより
��の�票への�員の署�なくして �消料の��いを受けます。 
（２）お��は、�に掲げる場�は、�項（1）の��にかかわらず、�⾏開�前に�消料を�� うことなく��を��することができます。 
 1. 当�によって��内�が�更されたとき。ただし、その�更が�24項の�の左�に掲げるものその他の重�なものであるときに�ります。 
 2. �災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他の事由が⽣じた場�において、�⾏の��かつ円滑な��が不可�となり、�
は不可�となる おそれが�めて⼤きいとき。 
 3. 当�がお��に�し、�6項の期⽇までに、「���」を�付しなかったとき。 
 4. 当�の責に�すべき事由により、��書⾯に��した�⾏⽇�に従った�⾏の��が不可�となったとき。 
（３）�⾏��成立�に、お��のご都�によりコース�は�発⽇を�更された場�は、�消し �に再予�を⾏うこととなり、�項（１）の�消料の��となります。 



１５．�消料（お��からの��の��）
 ��成立�、お��のご都�で��を��する場�、�⾏代金に�してお��お1��につき�に�める�消料をいただきます。 

�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって 
 1. 20⽇〜8⽇前まで(�1)10⽇〜8⽇前まで � �⾏代金の20％ 
 2. 7⽇〜2⽇前まで � �⾏代金の30％ 
 3. �⾏開�⽇前⽇ � �⾏代金の40％ 
 4. �⾏開�⽇当⽇（5.を�く） � �⾏代金の50％ 
 5. �⾏開���は���不��（�2） � �⾏代金の100％ 

（�1）「⽇�り�⾏」に�り、1. の�消料は「10⽇〜8⽇前まで」の期⽇とします。 
（�2）「�⾏開��」とは、当��⾏業��別��別�償���2��3項に��する「サービス の提供を受けることを開�した時」��をいいます。「���不��」とは、お
��が「���」に したがった��の�⾏サービスを受けることができる時�までに当�に��なく�⾏サービスを 受けなかったことをいいます。 

１６．お��からの��の��（�⾏開��） 
（１）お��のご都�により、�中で��を���は離脱（離団）された場�は、お��の�利��とみなし、⼀切の�い�しはいたしません。 
（２）お��は、お��の責に�すべき事由によらず��書⾯に��した�⾏サービスを受領することができなくなったとき�は当�がその旨を告げたときは、�13項（1）の
��にかかわらず、 �消料を��うことなく、受領できなくなった��の��を��することができます。 
（３）前�の場�、当�は、�⾏代金のうち�⾏サービスの当�受領できなくなった��に�る金 �から、当��⾏サービスに�して�消料、��料その他�に��い、�は
これから��わなければならない�⽤（当�の責に�すべき事由によるものでないときに�ります）を�し�いた金�をお��に�い�します。 

１７．当�からの��の��（�⾏開��）
 （１）当�は、�に掲げる場�において、�⾏開��であっても、お��に理由を��して��の⼀�を��することがあります。 
 1. お��が�気、必�な�助者の不在その他の事由により、�⾏の��に耐えられないとき。 
 2. お��が�⾏を��かつ円滑に��するための�乗員、現地�員その他の者による当�の指⽰への�背、これらの者�は同⾏する他の�⾏者に�する暴⾏�は脅�等によ
り団体⾏動の�律を乱し、当��⾏の��かつ円滑な��を�げるとき。 
 3. �災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他の当�の��し得ない事由が⽣じた場�であって、�⾏の��が不可�となっ
たとき。 
 4. お��が�4項（10）1. から3. のいずれかに�当することが��したとき。
 （２）当�が前�の��に基づき��の��をしたときは、お��と当�との間の����は、 �来に向かってのみ消滅します。この場�において、お��が�に提供を受け
た�⾏サービスに�する当�の債�の履⾏は�了します。
 （３）前�の場�において、当�は、�⾏代金のうちお��がいまだその提供を受けていない�⾏サービスに�る��に�る金�から、当��⾏サービスに�して�消料、�
�料その他�に��い、�はこれから��わなければならない�⽤を�し�いた金�をお��に�い�します。 
（４）当�は、�項（1）1. �び3. の��により��を��したときは、お��の�めに�じて、�発地に�るための必�な⼿配をします。この場�に�する⼀切の�⽤はお
��の負担となりま す。 

１８．�⾏代金の��し 
（１）当�は、�11項の��による�⾏代金の減��は�13項から�17項までの��による��の��によってお��に�し�い�すべき金�が⽣じたときは、�⾏開�前の
��による�い�しにあっては��の�⽇から�算して7⽇�内に、減��は�⾏開��の��による�い�しにあっては��書⾯に��した�⾏�了⽇の�⽇から�算して30
⽇�内にお��に�し当�金�を�い�します。 
（２）����を��したお��に前�の�い�すべき金�が⽣じたときは、当�は、提���のカード�員��に従って�い�します。この場�において、当�は、�⾏開
�前の��による�い�しにあっては��の�⽇から�算して7⽇�内に、減��は�⾏開��の��による�い�しにあっては��書⾯に��した�⾏�了⽇の�⽇から�算
して30⽇�内にお��に�し�い�すべき�を�知するものとし、お��に当��知を⾏った⽇をクレジットカード利⽤⽇とします。 

１４．当�からの��の��（�⾏開�前） 
（１）お��が�7項（3）の期⽇までに�⾏代金を��わないときは、当�は、その�⽇にお��が��を��したものとみなし、この場�、�消料と同�の「��料」をお
��いいただきます。 
（２）当�は、�に掲げる場�、お��に理由を��して��を��することがあります。 
 1. お��が当�のあらかじめ�⽰した性別、年�、��、技�その他の�⾏���件を�たしていないことが��したとき。 
 2. お��が�気、必�な�助者の不在その他の事由により、当��⾏に耐えられないと�められるとき。 
 3. お��が他のお��に�惑を�ぼし、�は団体⾏動の円滑な��を�げるおそれがあると�められるとき。 
 4. お��が��内�に�し�理的な範囲を超える負担を�めたとき。 
 5. お��の��が��書⾯に��した���⾏�員に�たないとき。この場�は、�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって13⽇⽬（⽇�り�⾏は3⽇⽬）にあたる⽇より
前に�⾏を中⽌する旨をお��に�知します。 
 6. スキーを⽬的とする�⾏における��量の不⾜のように、当�があらかじめ�⽰した�⾏� ��件が成�しないとき、あるいはそのおそれが�めて⼤きいとき。 
 7. �災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他 の当�の��し得ない事由が⽣じた場�において、��書⾯に��した�⾏⽇
�に従った�⾏の��かつ円滑な��が不可�となり、�は不可�となるおそれが�めて⼤きいとき。
 8. お��が�4項（10）1. から3. のいずれかに�当することが��したとき。 
（３）当�は、�項（2）により��を��したときは、�に�受している�⾏代金（�は申�金）の ��をお��に�い�します。��の��により当�に損�が⽣じたとき
は、お��にその� 償を�めることがあります。 

１９．���理 
（１）当�は、お��の��かつ円滑な�⾏の��を�保することに�⼒し、お��に�し�に掲げる業�を⾏います。 
 1. お��が�⾏中、�⾏サービスを受けることができないおそれがあると�められる場�は、��に従った�⾏サービスの提供を��に受けるために必�な措�を�ずるこ
と。 
 2. 前�の措�を�じたにもかかわらず、��内�を�更せざるを得ないときは、代替サービス の⼿配を⾏うこと。この�、�⾏⽇�を�更するときは、�更�の�⾏⽇�が
当�の�⾏⽇�の�旨にかなうものとなるよう�めること、また、�⾏サービスの内�を�更するときは、�更�の�⾏サービスが当�の�⾏サービスと同�のものとなるよ
う�めることなど、��内�の�更を�⼩�にとどめるよう�⼒すること。 
（２）当�によってあらかじめ必�なクーポン�をお�しし、かつ、���理を⾏わない旨を�⽰し ているときは、���等によってサービス内�の�更を必�とする事由が
⽣じた場�における代 替サービスの⼿配�び必�な⼿�きは、お��ご⾃�で⾏っていただきます。 
（３）�項(1)については、「�乗員同⾏」、「現地�乗員同⾏」（�下、�乗員等といいます）と��されたコースについては、�項の「２０．�乗員等」の(1)〜(2)によります。 



２３．�別�償責任 
（１）当�は、前項の��に基づく当�の責任が⽣ずるか否かを問わず、当���「�別�償��」により、お��が募�型���⾏��中に��かつ偶�な�来の事故によ
り⽣�、�体に�られた⼀�の損�について、お��１�につき���償金として1,500万円、��⾒�金として��⽇�により2万円〜20万円、��⾒�金として��⽇�が
3⽇�上になったときは1万円 〜5万円、�帯品に�る損��償金（お��1�につき15万円を�度。ただし、⼀個�は⼀�に ついての�償�度は10万円）を��います。
（２）当�は前�の��にかかわらず、貴重品（現金、有価��、�⽯�、貴金属�等）、���、クーポン�、パスポート、クレジットカード、���、預金・�金��（�
��び現金��し⽤カードを�む）、重�書�、各種電��体に��されたデータ（SDカード、DVD、USB等）、コンタクトレンズ、義⻭、義�その他��の別�「�別�償�
�」�18��2項に�める品⽬については�償しません。 
（３）損��償金の��いを受けようとするときは、「�別�償��」�21�に�める書�を提�しなければなりません。なお、同�内にある�三者には、�⾏同⾏者は�まれ
ません。 
（４）�項（1）の損�について当�が�22項（1）の��に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて��うべき損��償金の�の�度において、当�が��うべき�項
（1）の�償金は、当�損��償金とみなします。 
（５）当�は、�に掲げる事由により損�を�られた場�は�償金�び⾒�金は��いません。 
 1. お��の故�、��、酒酔い��、故�の�令��、�令に��するサービス提供の受領の 事故。 
 2. �⾏⽇�に�まれていない場�で、⾃由⾏動中の����（��⽤�を使⽤するもの）、スカイダイビング、ハンググライダー�乗その他「�別�償�� 別��1」に�め
るいわゆる、「��スポーツ」��中の事故。 
 3. その他「�別�償��」�3�、�4��び�5�に�当するとき。 
（６）当�の募�型���⾏��中のお��を��として、別�の�⾏代金を�受して当�が��する募�型���⾏（オプショナルツアー）については、�体の�⾏��の
⼀�として�り�います。 
（７）��書⾯において、当�の⼿配による�⾏サービスの提供が⼀切⾏われない旨が�⽰された⽇（�⼿配⽇）については、当�⽇にお��が�った損�について�償金が
��われない旨を�⽰した場�に�り、募�型���⾏��中とはしません。 

２４．��保�責任 
（１）当�は、�項の�の左�に掲げる��内�の重�な�更が⽣じた場�は、�⾏代金に同�右�に��する率を乗じた�の「�更�償金」を�⾏�了⽇の�⽇から�算し
て30⽇�内に��います。なお、お��の同�を得て同等価��上の品物�はサービスの提供とすることが あります。 
（２）前�の��にかかわらず、�の1.〜2.で��する�更の場�は、�更�償金を��いません（「オーバーブッキング＝�剰予�受付」が��の場�を�きます）。 
 1. �災地�、戦乱、暴動、��署の�令、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、当� の�⾏��によるない��サービスの提供、�⾏��者の⽣��は�体の��
�保のため必�な措�としての�更。 
 2. �13項から�17項までの��による��が��された��に�る�更。 
（３）当�が1つの��に基づき��う�更�償金の�は、�⾏代金に15％を乗じた�をもって�度とします。また、お��1�に�して��うべき�更�償金の�が1,000円
未�であるときは、当�は、�更�償金を��いません。 
（４）当�が�項の��に基づき�更�償金を��った�に、当��更について�22項の��に基づく損��償責任が�らかになった場�には、当�は、��い�みの�更�
償金の�を�し�いた�の損��償金を��います。 

1. ��書⾯に��した�⾏開�⽇�は�⾏�了⽇の�更

2. ��書⾯に��した�場する��地�は����（レストランを�みます）その他の�⾏の⽬的地の�更 

3. ��書⾯に��した����の等��は��のより�い料金のものへの�更
（�更�の等 ��び��の料金の���が��書⾯に��した等��び��のそれを下回った場�に�る）

4. ��書⾯に��した����の種��は���の�更

5. ��書⾯に��した⽇�国内の�⾏開�地たる��（�発��）
 �は�⾏�了地たる�� （����）の異なる便への�更

6. ��書⾯に��した�泊��の種��は��の�更

7. ��書⾯に��した�泊��の��の種�、��、��その他の��の�件の�更 

8. 前各�に掲げる�更のうち��書⾯のツアー・タイトル中に��があった事項の�更 

�更�償金の��いが必�となる�更
1件あたりの率(％)

�⾏開��

3.0%

2.0% 

2.0% 

2.0% 

2.0% 

2.0% 

2.0% 

5.0% 

�⾏開�前

1.5% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

2.5% 

２０．�乗員等 
（１）「�乗員同⾏」と��されたコースには、�⾏�に�乗員が同⾏し、前項に掲げる業�その他当��⾏に付�して当�の�める必�な業�の���は⼀�を⾏います。な
お、�乗員の業�の時間帯は、�則として8時から20時までとします。 
（２）「現地�乗員同⾏」と��されたコースには、�則として�⾏⽬的地（現地��から現地�発までの間で�⽰した�間）に�り、現地�乗員が同⾏します。現地�乗員の
業�範囲は前�における�乗員の業�に�じます。 
（３）「現地�員が�内する」旨が��されたコースには、�乗員は同⾏しませんが、現地�員が当�の�める必�な業�を⾏います。 

２１．保�措� 
（１）当�は、�⾏中のお��が��、傷�等により保�を�する状�にあると�めたときは、必�な措�を�ずることがあります。 
（２）前�において、これが当�の責に�すべき事由によるものではないときは、当�措�に�した�⽤はお��の負担とし、お��は当��⽤を当�が指�する期⽇までに
当�の指�する��で��わなければなりません。 

２２．当�の損��償責任 
（１）当�は、��の履⾏に当たって、当��は当�が⼿配を代⾏させた者（�下「⼿配代⾏者」 といいます）が故��は�失によりお��に損�を�えたときは、損�発⽣
の�⽇から2年�内に当�に�して�知があったときに�り、その損�を�償します。ただし、⼿荷物の損�は、損�発⽣の�⽇から14⽇�内に当�に�して�知があったと
きに�り、お��1�につき15万円 を�度（当�に故��は重⼤な�失がある場�を�きます）として�償します。 
（２）お��が�災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他の当��は⼿配代⾏者の��し得ない事由により損�を�ったとき
は、当�は、前�の場�を�き、その損�を�償する責任を負いません。 



２８．�⾏�件・�⾏代金の基�期⽇ 
��⾏�件�び�⾏代金の基�⽇は、2025年2⽉19⽇現在です。 

２７．個�情�の��い 
（１）当��び受��⾏業者は、�⾏申�みの�にご提�いただいた個�情�について、お� �との��や��･�泊��等の⼿配のために利⽤させていただくほか、当�の
�⾏��上の 責任、事故時の�⽤等を担保する保�の⼿�き上必�な範囲内において当���等に提供い たします。 
（２）�⾏先でのお��のお買物等の便�のため、お��の���び�乗される��便等の個 �情�を、電�的��等で⼟�物�等の事業者に提供いたします。お申�みの�
に、これらの 個�情�の提供についてお��にご同�いただきます。 
（３）当�は、�⾏中に傷�があった場�、��等の��で�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場�等に�え、お�さまの�⾏中の国内��先の�の個�情�をお伺いしていま
す。この個�情� は、お��に傷�があった場�やお��のご�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場�、その他等で 国内��先の�へ��の必�があると当�等が�めた場�に使
⽤させていただきます。お��は、国内��先の�の個�情�を当�等に提供することについて国内��先の�の同�を得るものとします。 
（４）当�は当�が保有するお��の個�情�を�品開発や�品�内など�売促�活動、お��へのご��や��のために、当�グループ�業�び�売�と��、��、電�
��、メール アドレスなど個�情�を共同利⽤させていただきます。当�の個�情�の��いに�する�� 等の��、当�グループ��については、当�（TEL�0467-55-
5753）にお問い�わせいただく か、当�ホームページ（https://ville.jp）にてご��ください。 

（�1）「�⾏開�前」とは、当��更について�⾏開�⽇の前⽇までにお��に�知した場�をいい、「�⾏開��」とは、当��更について�⾏開�当⽇��にお��に�知
した場�をいいます。 
（�2）「���」（��書⾯）が�付された場�には、「��書⾯」とあるのを「���」と�み替えたうえで、この�を�⽤します。この場�において、��書⾯の��内�
と「���」の��内�との間�は「���」の��内�と��に提供された�⾏サービスの内�との間に�更が⽣じたときは、それぞれの�更につき1件として�り�いま
す。 
（�3）3. �は4. に掲げる�更に�る����が�泊��の利⽤を�うものである場�は、1泊 につき1件として�り�います。 
（�4）4. に掲げる����の���の�更については、等��は��がより�いものへの�更を�う場�には�⽤しません。 
（�5）4. �は6. 若しくは7. に掲げる�更が1乗⾞�等�は1泊の中で��⽣じた場�であって も、1乗⾞�等�は1泊につき1件として�り�います。 
（�6）8. に掲げる�更については、1. から7. までの率を�⽤せず、8. によります。 
（�7）�⾏サービスの提供を受けた⽇時�び順�の�更は「�更」に�まれません。 

２５．お��の責任 
（１）お��の故��は�失により当�が損�を�ったときは、当�は、お��から損�の�償を申し受けます。 
（２）お��は、当�から提供される情�を活⽤し、お��の�利義�その他の�⾏��の内�について理�するように�めなければなりません。 
（３）お��は、�⾏開��に、��書⾯に��された�⾏サービスについて、��内�と異なるものと�識したときは、�⾏地において�やかに当�、当�の⼿配代⾏者�
は当��⾏サービス提供者にその旨を申し�なければなりません。 
（４）お買い物についてのご�� 
 1. お買い物については、お��⾃�の責任で購�してください。 
 2. 当�では、�品の��や�品等のお⼿�いは�しかねますので、トラブルが⽣じないよう�品の���びレシートの受け�り等は必ず、お��ご⾃�で⾏ってください。 
（５）��が��された場�は、お��は、乗⾞��その他当�がお��に�付したクーポン� �を当�に��しなければなりません。 

２６．事故等の申し� 
�⾏中に、事故などが⽣じた場�は、�ちに「���」等でお知らせする「��先」にご��くだ さい（��できない事情がある場�は、その事情がなくなり��ご��くだ
さい）。 


